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(57)【要約】
【課題】治療情報の入力対象とするプロブレムを容易に
把握すること。
【解決手段】電子カルテ装置１００は、患畜についての
症状または所見を項目名として記憶し、再診の場合に、
項目名を、治療の完了又は未完了のいずれに該当するの
かを視認可能に表示する。そして、電子カルテ装置１０
０は、項目名の選択がなされると、患畜についての症状
又は所見に対応する治療情報の入力を許容し、入力され
た治療情報を選択された項目名に対応付けて記憶する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが実行する方法であって、
　患畜についての症状又は所見の入力を受け付け、
　入力された前記症状又は所見を、前記患畜についての治療の完了又は未完了の区別が管
理される項目名として記憶し、
　前記患畜についての再診の際に、記憶した前記項目名を治療の完了又は未完了のいずれ
に該当するかを視認可能に表示し、
　表示された項目名の選択がなされると、前記患畜についての前記症状又は所見に対応す
る治療情報の入力を許容し、
　入力された前記治療情報を選択された前記項目名に対応付けて記憶する
　処理を実行することを特徴とする患畜用電子カルテ装置における処理方法。
【請求項２】
　前記治療情報の入力を許容する対象の項目名は、治療が未完了であるものであり、治療
が完了したものは含まれないことを特徴とする請求項１に記載の患畜用電子カルテ装置に
おける処理方法。
【請求項３】
　前記治療情報の入力に加えて、更に、選択された前記項目名とは異なる項目名の指定を
受け付けた場合に、前記項目名と該異なる項目名とを関連付けて表示することを特徴とす
る請求項１に記載の患畜用電子カルテ装置における処理方法。
【請求項４】
　前記異なる項目名は、前記項目名と階層関係を持つ項目として表示することを特徴とす
る請求項３に記載の患畜用電子カルテ装置における処理方法。
【請求項５】
　複数の項目名が表示される場合に、関連付けられた前記項目名と前記異なる項目名とが
隣接する位置に配置されるように表示することを特徴とする請求項３に記載の患畜用電子
カルテ装置における処理方法。
【請求項６】
　コンピュータに、
　患畜についての症状又は所見の入力を受け付け、
　入力された前記症状又は所見を、前記患畜についての治療の完了又は未完了の区別が管
理される項目名として記憶し、
　前記患畜についての再診の際に、記憶した前記項目名を治療の完了又は未完了のいずれ
に該当するかを視認可能に表示し、
　表示された項目名の選択がなされると、前記患畜についての前記症状又は所見に対応す
る治療情報の入力を許容し、
　入力された前記治療情報を選択された前記項目名に対応付けて記憶する
　処理を実行させることを特徴とする処理プログラム。
【請求項７】
　患畜についての症状又は所見の入力を受け付け、入力された前記症状又は所見を、前記
患畜についての治療の完了又は未完了の区別が管理される項目名として記憶部に記憶させ
る受付部と、
　前記患畜についての再診の際に、記憶した前記項目名を治療の完了又は未完了のいずれ
に該当するかを視認可能に表示する表示処理部と、
　表示された項目名の選択がなされると、前記患畜についての前記症状又は所見に対応す
る治療情報の入力を許容する許容部と、
　入力された前記治療情報を選択された前記項目名に対応付けて記憶部に記憶させる登録
部と
　有することを特徴とする患畜用電子カルテ装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患畜用電子カルテ装置における処理方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間を診察する一般的な病院では、患者が自身の病気の症状に応じて診療科を選択し、
診療科毎の専門の医師に診察を受けることになる。これに対して、動物病院は総合診療科
であり、動物病院の医師は、１回の診察で複数の病因について診察を行う場合があり得る
。以下の説明では、適宜、動物の病因をプロブレムと表記し、動物病院の医師を単に医師
と表記する。また治療対象となる動物を患畜と記載する場合がある。
【０００３】
　医師は、動物を診察する場合には、過去に作成した紙カルテを参照して、過去に診察対
象の動物が患ったプロブレムと、動物の現在の症状とを照らし合わせを行って治療に関す
る各種の判断を行い、紙カルテに治療情報を追記していく。
【０００４】
　例えば、医師は、診察対象の動物が、前回と同様の病気にかかっており、治療が未完了
の場合には、紙カルテの該当するプロブレムの欄に、病気の経過や治療内容の履歴等に関
する治療情報を追記する。また、診察対象の動物が、今までに患った事のない病気にかか
っている場合には、紙カルテに新たなプロブレムの欄を用意し、治療情報を追記する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－４５３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来技術では、治療情報の入力対象とするプロブレムを容易に
把握することができないという問題がある。
【０００７】
　上記のように、動物病院は総合診療科であるため、動物の紙カルテには、複数種類のプ
ロブレムに関する情報が混在しており、治療情報の入力対象とするプロブレムを把握する
ことは容易ではない。
【０００８】
　１つの側面では、治療情報の入力対象とするプロブレムをユーザに容易に把握させるこ
とができる画面を表示可能な患畜用電子カルテ装置における処理方法、処理プログラムお
よび患畜用電子カルテ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の案では、コンピュータに下記の処理を実行させる。コンピュータは、患畜につい
ての症状又は所見の入力を受け付け、入力された症状又は所見を、患畜についての治療の
完了又は未完了の区別が管理される項目名として記憶する。コンピュータは、患畜につい
ての再診の際に、記憶した項目名を治療の完了又は未完了のいずれに該当するかを視認可
能に表示する。コンピュータは、表示された項目名の選択がなされると、患畜についての
症状又は所見に対応する治療情報の入力を許容する。コンピュータは、入力された治療情
報を選択された前記項目名に対応付けて記憶する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の１実施態様によれば、治療情報の入力対象とするプロブレムをユーザに容易に
把握させることができる画面を生成し、表示できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】図１は、本実施例に係る電子カルテ装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】図２は、患畜テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図３】図３は、プロブレムテーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図４】図４は、患畜選択画面の一例を示す図である。
【図５】図５は、カルテ情報画面の一例を示す図（１）である。
【図６】図６は、照会画面の一例を示す図である。
【図７】図７は、新規診察画面の一例を示す図である。
【図８】図８は、再診画面の一例を示す図である。
【図９】図９は、登録部がプロブレムテーブルを更新する処理の概念を示す図である。
【図１０】図１０は、更新後のプロブレムテーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、カルテ情報画面の一例を示す図（２）である。
【図１２】図１２は、中断要求を受け付けた場合の画面例を示す図（１）である。
【図１３】図１３は、中断要求を受け付けた場合の画面例を示す図（２）である。
【図１４】図１４は、中断要求を受け付けた場合の画面例を示す図（３）である。
【図１５】図１５は、中断要求を受け付けた場合の画面例を示す図（４）である。
【図１６】図１６は、診察終了を受け付けた場合の画面例を示す図である。
【図１７】図１７は、本実施例に係る電子カルテ装置の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１８】図１８は、処理プログラムを実行するコンピュータの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本願の開示する患畜用電子カルテ装置における処理方法、処理プログラムおよ
び患畜用電子カルテ装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例に
よりこの発明が限定されるものではない。
【実施例】
【００１３】
　本実施例に係る電子カルテ装置の構成の一例について説明する。電子カルテ装置は、患
畜用電子カルテ装置の一例である。図１は、本実施例に係る電子カルテ装置の構成を示す
機能ブロック図である。図１に示すように、この電子カルテ装置１００は、通信部１１０
、入力部１２０、表示部１３０、記憶部１４０、制御部１５０を有する。
【００１４】
　通信部１１０は、無線または有線によってネットワークに接続し、ネットワークを介し
て、他の装置とデータ通信を行う処理部である。例えば、通信部１１０は、ネットワーク
を介して電子カルテ装置とは異なる装置であるサーバに接続し、後述の患畜テーブル１４
１、プロブレムテーブル１４２の情報を受信しても良い。通信部１１０は、通信装置に対
応する。
【００１５】
　入力部１２０は、各種の情報を入力する入力装置である。入力部１２０は、例えば、キ
ーボードやマウス、タッチパネル等に対応する。
【００１６】
　表示部１３０は、制御部１５０から出力される情報を表示する表示装置である。例えば
、表示部１３０は、モニタ、液晶ディスプレイ、タッチパネル等に対応する。
【００１７】
　記憶部１４０は、患畜テーブル１４１およびプロブレムテーブル１４２を有する。記憶
部１４０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory
）、フラッシュメモリ（Flash　Memory）などの半導体メモリ素子や、ＨＤＤ（Hard　Dis
k　Drive）などの記憶装置に対応する。
【００１８】
　患畜テーブル１４１は、患畜に関する各種の情報に関する項目を含む記憶領域である。
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以下の例では、情報がテーブル形式で格納された状態を例示して説明を行う。情報の格納
の仕方はテーブル形式に限る必要はなく、以下の説明において互いに関連づけられている
情報どうしが、関連づけられた状態で格納されていればどのような形式で格納されても構
わない。図２は、患畜テーブルのデータ構造の一例を示す図である。図２の例では、この
患畜テーブル１４１に、カルテ番号、患畜名、種別、飼い主名、担当医、受付時間、予約
時間、来院目的、写真情報の夫々の項目に係る情報を関連づけた状態で保持している。１
の患畜に対して、１つのカルテ番号が付与される。即ち、患畜とカルテ番号とは１対１に
対応する。患畜テーブル１４１では、少なくとも、カルテ番号と、患畜の情報として患畜
を識別できる情報と患畜の種別と、を対応付けたられる情報が格納されていることが望ま
しい。また、この例で示す以外の項目を併せて保持しても構わない。
【００１９】
　カルテ番号は、該当する患畜のカルテを病院内で一意に識別する情報である。複数の病
院が集まってグループを形成している場合には、同一のグループに属する複数の病院の間
で一意に識別可能な情報でもよい。患畜名は、患畜の名称を示す情報である。種別は、患
畜の種別を示として、「犬」や「猫」のような動物の種類や、「犬」の中の「シベリアン
ハスキー」のような動物種類の中での細種類を示すす情報である。飼い主名は、患畜の飼
い主の名称である。担当医は、患畜の診察を担当する医師を示す情報である。来院目的は
、来院の目的を示す情報である。写真情報は、患畜の写真情報である。
【００２０】
　プロブレムテーブル１４２は、患畜に対して行った診察、治療内容等に関する各種の情
報に関する項目を含む記憶領域である。以下の例では、情報がテーブル形式で格納された
状態を例示して説明を行う。情報の格納の仕方はテーブル形式に限る必要はなく、以下の
説明において互いに関連づけられている情報どうしが、関連づけられた状態で格納されて
いればどのような形式で格納されても構わない。図３は、プロブレムテーブルのデータ構
造の一例を示す図である。図３に示すように、プロブレムテーブル１４２は、カルテ番号
、項目名、完了フラグ、従属先項目名、治療情報をそれぞれ対応付けて保持している。
【００２１】
　図３において、カルテ番号は、該当する患畜のカルテを一意に識別する情報である。項
目名は、患畜のプロブレムを示す情報である。１のカルテ番号に対して、同一の項目名が
複数対応付けられても良い。プロブレムに格納される情報は、本システムを利用する医師
が入力できるテキストデータであり、患畜の病因に対応する情報の場合もあれば、症状を
示す情報である場合もある。完了フラグは、プロブレムに関する患畜の治療が完了してい
るか否かを示す情報である。完了フラグが「オン」の場合には、プロブレムに関する患畜
の治療が完了していることを示す。例えば、治療が完了したことは、患畜のプロブレムに
関する病気が治った、もしくは、もう治療する必要がない事を意味する。完了フラグが「
オフ」の場合には、プロブレムに関する患畜の治療が完了していないことを示す。例えば
、治療が完了していないことは、患畜のプロブレムに関する病気が治っていないことを示
す。
【００２２】
　図３において、従属先項目名は、項目名が従属する先の項目名を示すものである。例え
ば、項目名「目やにがでる」に対応する従属先項目名は「結膜炎」である。このため、項
目名「結膜炎」と項目名「目やにがでる」とが関連付けられ、項目名「結膜炎」の配下に
、項目名「目やにがでる」が存在することを示す。
【００２３】
　治療情報は、診察日時および治療内容の情報を含む。診察日時は、医師が患畜に診察を
行った日時を示す。治療内容は、例えば、医師が患畜に診察を行った場合の所見、症状等
の診察結果や、患畜に対して行った治療の内容に関する情報を含む。カルテ番号と項目名
と診察日時との組み合わせにより、１の治療情報のレコードを特定することができる。
【００２４】
　図１の説明に戻る。制御部１５０は、受付部１５１、表示処理部１５２、許容部１５３
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、登録部１５４を有する。制御部１５０は、例えば、ＡＳＩＣ（Application　Specific
　Integrated　Circuit）や、ＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）などの集
積装置に対応する。また、制御部１５０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Uni
t）やＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）等の電子回路に対応する。
【００２５】
　受付部１５１は、患畜についての症状又は所見の入力を受け付け、入力された症状又は
所見を、患畜についての治療の完了又は未完了の区別が管理される項目名として、プロブ
レムテーブル１４２に登録する処理部である。
【００２６】
　ここで、受付部１５１の処理の一例について説明する。受付部１５１は、入力部１２０
から入力要求を受け付けると、患畜テーブル１４１を基にして、患畜選択画面を生成し、
患畜選択画面を表示部１３０に表示させる。図４は、患畜選択画面の一例を示す図である
。図４に示すように、患畜選択画面１０には、受け付け状況１０ａ、第１患畜情報１０ｂ
、第２患畜情報１０ｃ、来院目的１０ｄ、患畜写真１０ｅを含む。
【００２７】
　例えば、受付部１５１は、患畜選択画面１０を生成する場合に、患畜テーブル１４１の
カルテ番号によって識別されるレコード毎に、受け付け状況１０ａ、第１患畜情報１０ｂ
、第２患畜情報１０ｃ、来院目的１０ｄ、患畜写真１０ｅの情報を生成する。
【００２８】
　受付部１５１は、受け付け状況１０ａに、患畜テーブル１４１の受付時間及び予約時間
の情報を設定する。受付部１５１は、第１患畜情報１０ｂに、患畜テーブル１４１のカル
テ番号、患畜名、種別の情報を設定する。受付部１５１は、第２患畜情報１０ｃに、患畜
テーブル１４１の飼い主名、担当医の情報を設定する。受付部１５１は、来院目的１０ｄ
に、患畜テーブル１４１の来院目的の情報を設定する。例えば、この病院に初めて受診し
た患畜には「初診」マークが表示されている。受付部１５１は、写真情報１０ｅに、患畜
テーブル１４１の写真情報を設定する。
【００２９】
　受付部１５１は、患畜選択画面１０を表示部１３０に表示させた後に、患畜の選択を入
力部１２０から受け付ける。受付部１５１は、患畜の選択を受け付けた場合に、選択され
た患畜のカルテ番号を特定し、特定したカルテ番号の情報を、表示処理部１５２に出力す
る。例えば、図４において、「富士通ポチ」が選択された場合には、受付部１５１は、カ
ルテ番号「１２３４５－０００１」を、表示処理部１５２に出力する。
【００３０】
　表示処理部１５２は、患畜についての再診の場合に、プロブレムテーブル１４２の項目
名を治療完了又は未完了のいずれに該当するのかを視認可能に表示部１３０に表示させる
処理部である。
【００３１】
　ここで、表示処理部１５２の処理の一例について説明する。表示処理部１５２は、受付
部１５１からカルテ番号を取得し、カルテ番号に対応するプロブレムテーブル１４２のレ
コードを特定する。表示処理部１５２は、特定したレコードに基づいて、カルテ情報画面
を生成し、カルテ情報画面を、表示部１３０に表示させる。図５は、カルテ情報画面の一
例を示す図である。図５に示すように、カルテ情報画面１１は、プロブレム表示領域１１
ａと、診察日時表示領域１１ｂと、治療情報表示領域１１ｃとを有する。プロブレム表示
領域１１ａ、診察日時表示領域１１ｂ、治療情報表示領域１１ｃについて順に説明する。
【００３２】
　プロブレム表示領域１１ａは、受付部１５１から取得したカルテ番号に対応するプロブ
レムテーブル１４２のレコードに含まれる項目名が含まれる。例えば、表示処理部１５２
は、カルテ番号「１２３４５－０００１」を取得した場合には、カルテ番号「１２３４５
－０００１」のレコードに含まれる項目名を、プロブレム表示領域１１ａに表示させる。
例えば、カルテ番号「１２３４５－０００１」のレコードに含まれる項目名は「足を引き
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ずっている」、「嘔吐した」、「結膜炎」、「目やにが出る」となる。
【００３３】
　表示処理部１５２は、各項目名をプロブレム表示領域１１ａに表示する場合には、プロ
ブレムテーブル１４２の従属先項目名に基づいて、階層状に項目名を表示させる。例えば
、項目名「目やにが出る」の従属先項目名が「結膜炎」となっている。このため、表示処
理部１５２は、項目名「結膜炎」と項目名「目やにが出る」とが階層関係にあることが分
かるように表示する。さらにここで、階層関係の中で、項目名「結膜炎」の方が上位階層
にあることがわかるように表示してもよい。なお、表示処理部１５２は、従属先項目名の
存在しない項目名については、階層の最上位に、配置する。
【００３４】
　また、表示処理部１５２は、各項目名をプロブレム表示領域１１ａに表示する場合には
、完了フラグに基づいて、項目名に対応するプロブレムの治療が完了しているか否かを、
視認可能な画面を生成し表示する。例えば、表示処理部１５２は、完了フラグが「オン」
であり、項目名に対応するプロブレムの治療が完了している場合には、項目名の文字ある
いは、項目名のマークの色を第１の色に設定する。例えば、表示処理部１５２は、項目名
「足を引きずっている」の完了フラグが「オン」の場合には、マーク１の色を第１の色に
設定する。
【００３５】
　これに対して、表示処理部１５２は、完了フラグが「オフ」であり、項目名に対応する
プロブレムの治療が完了していない場合には、項目名の文字あるいは、項目名のマークの
色を第２の色に設定する。第２の色は、第１の色と異なる色であれば、どのような色でも
良い。例えば、表示処理部１５２は、項目名「嘔吐した」の完了フラグが「オフ」の場合
には、マーク２の色を第２の色に設定する。なお、表示処理部１５２は、色以外の区別の
仕方で、完了したプロブレムと未完了のプロブレムとを出力してもよい。例えば、完了と
未完了とで、プロブレムごとの表示領域の枠の形状を変えたり、フォントを変えたりして
もよい。また、完了を示すマークや未完了を示すマークを、プロブレムごとの表示領域内
に表示してもよい。
【００３６】
　診察日時表示領域１１ｂは、入力部２１０を介して選択された項目名に対応する診察日
時が含まれる。例えば、表示処理部１５２は、項目名「足を引きずっている」が選択され
た場合には、プロブレムテーブル１４２の項目名「足を引きずっている」に対応する診察
日時を表示する。
【００３７】
　治療情報表示領域１１ｃは、入力部１２０を介して選択された診察日時に対応する治療
内容の情報が含まれる。例えば、表示処理部１５２は、項目名「足を引きずっている」の
診察日時「２０１３年５月１日」が選択された場合には、項目名「足を引きずっている」
の診察日時「２０１３年５月１日」に対応する治療内容の情報を表示する。
【００３８】
　医師は、図５に示すカルテ情報画面１１を参照することで、これから診察する動物が、
過去どのようなプロブレムを患い、プロブレムに関する治療が完了しているか否かの情報
や、治療の履歴、経過を容易に把握する事が可能となる。
【００３９】
　表示処理部１５２は、カルテ情報画面１１を表示した後に、「新規診察」または「再診
」のいずれかを受け付ける。例えば、表示処理部１５２は、入力部１２０を介して、新規
診察ボタン５を押下された場合には、新規診察を受け付け、再診ボタン６を押下された場
合には、再診を受け付ける。新規診察を受け付けた場合と、再診を受け付けた場合につい
て順に説明する。
【００４０】
　なお、表示処理部１５２は、図６に示すような照会画面１２を表示して、「新規診察」
または「再診」を選択させても良い。図６は、照会画面の一例を示す図である。例えば、
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１の患畜に対する診察が終了し、次の患畜に対する診察を始める前もしくは始める際に、
この照会画面１２を出力することが考えられる。照会画面１２において、プロブレムが選
択され、「再診」ボタンが押下されると、選択されたプロブレムについての再診画面を出
力する。
【００４１】
　表示処理部１５２が、新規診察を受け付けた場合の処理について説明する。表示処理部
１５２は、新規診察を受け付けた場合には、新規診察画面を生成し、新規診察画面を表示
部１３０に表示させる。図７は、新規診察画面の一例を示す図である。例えば、医師は、
入力部１２０を操作して、新規診察画面１３において、治療情報表示領域１３ｃに、各種
の治療情報を入力する。例えば、医師は、プロブレム名、主訴、所見、症状等の治療情報
や、診察日時を入力する。診察日時の情報は、表示処理部１５２が現在時刻情報を取得で
きれば、取得した現在時刻を表示することができる。表示された診察日時の情報を医師が
上書き修正しても構わない。治療情報表示領域１３ｃに入力された情報は、後述する登録
部１５４により、プロブレムテーブル１４２に登録される。
【００４２】
　表示処理部１５２が、再診を受け付けた場合の処理について説明する。再診を受け付け
る場合の前提として、ここでは、プロブレム表示領域１１ａのいずれかのプロブレムが選
択されているものとする。例えば、プロブレム表示領域１１ａのプロブレム「足を引きず
っている」を選択された状態で、再診ボタン６が押下された場合には、「足を引きずって
いる」というプロブレムに関する再診となる。
【００４３】
　表示処理部１５２は、再診ボタン６が押下された場合に、再診画面を表示部１３０に表
示させる。但しここで、再診ボタン６が押下される前に選択されている項目名が、治療完
了済みか否か、すなわち、診察対象の患畜のカルテ番号に対応するプロブレムテーブル１
４２の中の該項目名と対応付けられている完了フラグが「オン」か「オフ」かを確認する
。治療が未完了すなわち完了フラグが「オフ」の場合には、図８に示す再診画面１４を出
力する。また、治療が完了済みすなわち完了フラグが「オン」の場合には、治療が未完了
の項目名を選択し直させることを促すメッセージ画面を出力する。もしくは、治療が完了
済みすなわち完了フラグが「オン」の場合には、選択された項目名を治療完了済みから未
完了の状態に変更するか否かを問い合わせる画面を出力し、未完了の状態に変更する旨の
入力を受け付けた場合には、該当する項目名の完了フラグを「オフ」に変更し、図８に示
す再診画面１４を出力する。図８は、再診画面の一例を示す図である。図８に示す再診画
面１４を、プロブレム「足を引きずっている」の再診を行う場合の画面とする。医師は、
入力部１２０を操作し、治療情報表示領域１４ｃに、主訴、所見、症状等の治療情報を入
力する。診察日時も入力対象としてもよく、また、表示処理部１５２が現在時刻情報を取
得できれば、入力項目とはせずに、取得した現在時刻を表示してもよい。治療情報表示領
域１４ｃに入力された情報は、後述する登録部１５４により、プロブレムテーブル１４２
に登録される。
【００４４】
　図１の説明に戻る。許容部１５３は、再診画面において、表示された項目名の選択がな
され、患畜についての症状又は所見等に対応する治療情報の入力を許容するか否かを判定
する処理部である。許容部１５３は、判定結果を登録部１５４に出力する。
【００４５】
　例えば、許容部１５３は、カルテ番号に対応する、選択された項目名とプロブレム管理
テーブルとを比較して、項目名の完了フラグが「オフ」となっている場合には、治療情報
の入力を許容する。これに対して、許容部１５３は、項目名の完了フラグが「オン」とな
っている場合には、治療情報の入力を許容しない。
【００４６】
　なお、許容部１５３は、新規診察画面１３の治療情報表示領域１３ｃに入力される情報
に関しては、入力を許容するか否かの判定は行わなくて良い。
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【００４７】
　登録部１５４は、再診画面において、許容部１５３によって許容された治療情報を、プ
ロブレムテーブル１４２に登録する処理部である。また、登録部１５４は、新規診察画面
１３の治療情報表示領域１３ｃに入力された情報を、プロブレムテーブル１４２に登録す
る。
【００４８】
　登録部１５４が、新規診察画面に入力された情報を処理する場合の一例について説明す
る。例えば、登録部１５４は、図７に示した治療情報表示領域１３ｃに入力された情報を
、カルテ番号と対応付けて、プロブレムテーブル１４２に登録する。登録部１５４は、治
療情報表示領域１３ｃのプロブレム名に入力された情報を、項目名の欄の値とした新たな
データとして、プロブレムテーブル１４２に追加登録する。更に、登録部１５４は、入力
部１２０を介して、該当するプロブレムの治療が完了したか否かの情報を取得し、完了フ
ラグに反映させる。例えば、登録部１５４は、治療が完了した旨の情報を取得した場合に
は、完了フラグを「オン」に設定する。これに対して、登録部１５４は、治療が完了して
いない旨の情報を取得した場合には、完了フラグを「オフ」に設定する。
【００４９】
　登録部１５４が、再診画面に入力された情報を処理する場合の一例について説明する。
例えば、登録部１５４は、図８に示した治療情報表示領域１４ｃに入力された情報の入力
が許容された場合に、治療情報表示領域１４ｃに入力もしくは表示された診察日時の情報
を、診察日時の欄の値とした新たなデータとして、該当するカルテ番号の項目名と対応付
けて、プロブレムテーブル１４２に追加登録する。
【００５０】
　例えば、図８に示すプロブレム「足を引きずっている」を選択された再診画面において
、許容部１５３により、治療情報表示領域１４ｃに入力された情報の入力が許容されたも
のとする。この場合には、登録部１５４は、プロブレムテーブル１４２のカルテ番号「１
２３４５－０００１」の項目名「足を引きずっている」に対応づけて、治療情報表示領域
１４ｃの情報を、プロブレムテーブル１４２の治療情報に追加登録する。
【００５１】
　次に、登録部１５４のその他の処理について説明する。以下において、登録部１５４が
、プロブレム名の変更を受け付けた場合の処理、中断要求を受け付けた場合の処理、診断
終了を受け付けた場合の処理について説明する。
【００５２】
　登録部１５４が、プロブレム名の変更を受け付けた場合の処理について説明する。例え
ば、医者は、患畜を診察した場合に、それまで明確でなかった病因が、明確になる場合が
ある。そのような場合には、病因が不明だった時点で設定したプロブレム名を、病因を示
すプロブレム名に変更できれば、後からプロブレムを選択する際に、プロブレムをより識
別しやすくなるであろう。例えば、それまではプロブレム名として「嘔吐した」という症
状を設定していたものに対して、診察の結果、嘔吐したことの原因が「腸炎」であること
が明確になる場合がある。そこで、電子カルテ装置１００は、医師による入力部１２０の
操作により、再診画面の治療情報表示領域１４ｃのプロブレム名の変更を受け付ける。例
えば、上記の例では、治療情報表示領域１４ｃのプロブレム名を「嘔吐した」から「腸炎
」に変更する。
【００５３】
　登録部１５４は、再診画面１４の治療情報表示領域１４ｃのプロブレム名が変更された
場合には、変更したプロブレムに関する情報と変更前のプロブレムに関する情報とを互い
に階層関係をもつ情報としてプロブレムテーブル１４２を更新する。さらにここで、変更
したプロブレムに関する情報に対して階層関係の下位に変更前のプロブレムに関する情報
が配置されるように、プロブレムテーブル１４２を更新してもよい。
【００５４】
　図９は、登録部がプロブレムテーブルを更新する処理の概念を示す図である。図９では
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、更新前のプロブレムテーブル１４２に格納されているデータの関係をプロブレムテーブ
ル１４２ａとし、更新後のプロブレムテーブル１４２に格納されているデータの関係をプ
ロブレムテーブル１４２ｂとして表現している。例えば、プロブレムテーブル１４２ａで
は、図３のプロブレムテーブル１４２に示されているように、項目名「嘔吐した」２０に
対して、診察日時が「２０１３／９／４」「２０１３／９／５」「２０１３／９／１８」
の３回の診察でそれぞれ入力された治療情報２１～２３が対応付けられた状態を示してい
る。すなわち、「２０１３／９／４」に対応する治療情報２１、「２０１３／９／５」に
対応する治療情報２２が既に格納されている状態で、２０１３年９月１８日にプロブレム
「嘔吐した」２０が選択されて再診の入力を受け付けた後であって、プロブレム名の変更
がまだなされていない状態を示している。そして、この状態から、治療情報２３の入力を
行っている診察時に、治療情報２３のプロブレム名が「嘔吐した」から「腸炎」に変更さ
れたものとする。
【００５５】
　この場合には、登録部１５４は、プロブレム「嘔吐した」２０の細データとして仮に登
録されている治療情報２３に換えて、新たなプロブレムとして項目名「腸炎」３０のデー
タを生成する。そして、項目名「腸炎」３０のプロブレムに、治療情報２３を対応付ける
。そして、登録部１５４は、項目名「腸炎」３０と項目名「嘔吐した」２０とに階層関係
を設定し、項目名「腸炎」３０の下位に項目名「嘔吐した」２０を対応付ける。項目名２
０と治療情報２１，２２との対応関係はそのまま維持する。例えば、図３に示したプロブ
レムテーブル１４２は、図１０に示すプロブレムテーブルに更新される。図１０は、更新
後のプロブレムテーブルのデータ構造の一例を示す図である。図１０に示すように、登録
部１５４は、項目名「腸炎」に関するレコードを新たに追加し、項目名「嘔吐した」の従
属先項目名を「腸炎」に設定する。
【００５６】
　例えば、図１０のように、プロブレムテーブル１４２が更新されると、表示処理部１５
２によって表示部１３０に表示されるカルテ情報画面は、図１１に示すものとなる。図１
１は、カルテ情報画面の一例を示す図（２）である。図１１に示すように、プロブレム表
示領域１１ａの項目名「腸炎」の配下に、「嘔吐した」が、両方のプロブレムが隣接する
ように表示される。
【００５７】
　次に、登録部１５４が中断要求を受け付けた場合の処理について説明する。図１２～図
１５は、中断要求を受け付けた場合の画面例を示す図である。例えば、ある患畜を診察中
に検査を行い、その検査結果が出るまでの間、該患畜の診察を中断して、別の患畜の診察
を行う場合がある。医師は、このような診察の中断をする場合には、入力部１２０を操作
して、図１２に示す一時保存ボタン７を押下する。登録部１５４は、一時保存ボタン７が
押下された場合に、ウインドウ７ａを表示させ、一時保存する理由の入力を受け付ける。
例えば、登録部１５４は、一時保存する理由と、診察が中断されたカルテ番号とを対応付
けて、プロブレムテーブル１４２に登録し、受付部１５１に、患畜選択画面の表示要求を
行う。また、登録部１５４は、治療情報表示領域１１ｃに登録された情報を、プロブレム
テーブル１４２に登録する。
【００５８】
　中断の処理がなされた後に、受付部１５１は、患畜選択画面の表示要求を受け付けると
、図１３に示す患畜選択画面を表示する。受付部１５１は、一時保存する理由が、カルテ
番号に対応付けられている場合には、係る一時保存する理由を、該当するレコードに表示
させる。図１３に示す例では、カルテ番号「１２３４５－０００１」に関する処理が一時
保存されており、一時保存された理由が「○○○検査待ちで中断中」となる。
【００５９】
　医師は、一時保存したプロブレムに関して、診察を再開、すなわちデータ入力を再開す
る場合には、入力部１２０を操作して、図１３の一時保存されたレコードを選択する。受
付部１５１は、一時保存されたレコードが選択された場合には、例えば、図１４に示す画
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面を表示し、医師は、入力部１２０を操作して、再開ボタン８を押下する。
【００６０】
　登録部１５４は、図１４の再開ボタン８が押下されると、図１３で選択されたカルテ番
号をキーにして、一時保存中の治療情報をプロブレムテーブル１４２から読み出し、治療
情報表示領域１１ｃに表示させることで、図１５に示す画面を表示する。例えば、治療情
報表示領域１１ｃには、一時保存を行うまでに、治療情報表示領域１１ｃに入力された情
報が、表示される。
【００６１】
　次に、登録部１５４が、診断終了を受け付けた場合の処理について説明する。図１６は
、診察終了を受け付けた場合の画面例を示す図である。図１６に示すように、医師は、診
察が終了した場合には、図１６の診察終了ボタン９を押下する。登録部１５４は、図１６
の診察終了が押下されると、所定の会計概算を行い、概算結果を出力する。なお、医師は
、図１６の診察終了を押下するタイミングで、プロブレムに関する患畜の治療が完了した
か否かの情報を入力してもよい。例えば、治療完了フラグに対してオンの入力をすること
で、完了である旨の情報を入力することが考えられる。登録部１５４は、治療の完了もし
くは未完了の入力結果に応じて、プロブレムテーブル１４２の該当するレコードの完了フ
ラグをオンまたはオフに設定する。
【００６２】
　次に、本実施例に係る電子カルテ装置１００の処理手順について説明する。図１７は、
本実施例に係る電子カルテ装置の処理手順を示すフローチャートである。電子カルテ装置
１００は、例えば、入力部１２０から入力要求を受け付けたことを契機にして、図１７に
示す処理を実行する。
【００６３】
　図１７に示すように、電子カルテ装置１００は、患畜選択画面を表示し（ステップＳ１
０１）、患畜の選択を受け付ける（ステップＳ１０２）。電子カルテ装置１００は、選択
された患畜に対応する項目名を検索し（ステップＳ１０３）、プロブレムが完了したか否
かに応じて項目名の表示色を含む表示状態を決定し、該決定に応じた画面を生成して表示
する（ステップＳ１０４）。例えば、ステップＳ１０４において、電子カルテ装置１００
は、完了フラグがオンの場合には、項目名を第１の色に設定し、完了フラグがオフの場合
には、項目名を第２の色に設定する。また、ステップＳ１０４において、プロブレムを一
覧表示することができ、その際に、互いに関連づけられているプロブレムどうしが隣接す
るように並べた状態で表示してもよい。
【００６４】
　電子カルテ装置１００は、項目名の選択を受け付ける（ステップＳ１０６）。そして、
新規診察と再診とのいずれの入力を受けたかを判定する（ステップＳ１０５）。ステップ
Ｓ１０５において、電子カルテ装置１００は、カルテ情報画面１１において、再診ボタン
を押下されたか否かによって、再診であるか否かを判定しても良い。
【００６５】
　電子カルテ装置１００は、プロブレムの再診である場合には（ステップＳ１０５，再診
）、Ｓ１０６で選択された項目名のプロブレムの治療は未完了であるか否かを判断する（
ステップＳ１０６）。即ち、選択された項目名のプロブレムが、プロブレムテーブル１４
２において、完了フラグが「オフ」であるか否かを判断する。治療は未完了である場合、
すなわち、完了フラグが「オフ」である場合には（ステップ１０６、Ｙｅｓ）電子カルテ
装置１００は、治療情報を受け付け（ステップＳ１０７）、プロブレムテーブル１４２を
更新する（ステップＳ１０８）。なお、ステップＳ１０８で、電子カルテ情報１００は、
プロブレムが完了したか否かの情報を受け付け、プロブレムが完了したか否かの情報と、
項目名と対応付けてプロブレムテーブル１４２に記憶する。また、ステップ１０６におい
て、治療完了である、すなわち完了フラグが「オン」である場合には（ステップ１０６、
Ｎｏ）、未完了の項目名を選択させるべく、ステップＳ１０６へ戻る。もしくはここで、
ステップＳ１０６に戻らずに、選択された治療完了済みの項目名を、治療未完了に変更す
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るか否かを問い合わせる画面を出力し、治療未完了に変更する旨の入力を受けつけた場合
には、プロブレムテーブル１４２の該当する項目名の完了フラグを「オン」から「オフ」
に変更するとともに、ステップＳ１０７へ進むことも考えられる。
【００６６】
　一方、電子カルテ装置１００は、プロブレムの新規診察である場合には（ステップＳ１
０５，新規診察）、プロブレム、症状または所見の情報を受け付ける（ステップＳ１０９
）。電子カルテ装置１００は、プロブレムに対応する項目名を生成し（ステップＳ１１０
）、治療情報を受け付ける（ステップＳ１１１）。
【００６７】
　電子カルテ装置１００は、項目名と治療情報とを対応付けてプロブレムテーブルに記憶
し（ステップＳ１１２）、プロブレムが完了したか否かの情報を、項目名と対応付けて記
憶する（ステップＳ１１３）。
【００６８】
　次に、本実施例に係る電子カルテ装置１００の効果について説明する。電子カルテ装置
１００は、患畜についての症状または所見を項目名として記憶するとともに、治療の完了
または未完了の別を示す情報を対応づけて記憶する。従って、再診の場合に、項目名を、
治療の完了又は未完了のいずれに該当するのかを視認可能な表示画面を生成し表示するこ
とができる。そして、電子カルテ装置１００は、項目名の選択がなされると、患畜につい
ての症状又は所見に対応する治療情報の入力を許容し、入力された治療情報を選択された
項目名に対応付けて記憶する。このため、電子カルテ装置１００によれば、医師に、治療
情報の入力対象とするプロブレムを容易に把握させることができる。
【００６９】
　また、電子カルテ装置１００によれば、治療情報の入力を許容する対象の項目名を、治
療が未完了であるものとし、治療が完了したものは含まれないものとする。このため、医
師が治療の完了したプロブレムに関して誤った治療情報を入力してしまうことを防止する
ことができる。
【００７０】
　また、電子カルテ装置１００によれば、治療情報の入力に加えて、更に、入力中の項目
名とは異なる項目名の指定を受け付けた場合に、項目名と該異なる項目名とを関連付けた
状態の画面を生成して表示する。これにより、異なる項目名に示される病状に至るまでの
過去の見立てや症状を、対応付けた状態で表示できるため、どのような経緯で現在の状態
に至っているのかを一目で分かりやすくできる。
【００７１】
　また、電子カルテ装置１００によれば、異なる項目名を、前記項目名と階層関係を持つ
項目とした状態の画面を生成して表示する。この際に、異なる項目名を前記項目名の上位
項目とした画面を生成して表示することもできる。このため、医師は、最新の症状を容易
に把握することができる。
【００７２】
　また、電子カルテ装置１００によれば、複数の項目名が表示される場合に、関連付けら
れた項目名どうしが隣接する位置に配置される画面を生成し表示することもできる。この
ため、過去の症状の見立てと、最新の見立てとを医師が容易に把握することができる。
【００７３】
　次に、上記実施例に示した電子カルテ装置１００と同様の機能を実現する処理プログラ
ムを実行するコンピュータの一例について説明する。図１８は、処理プログラムを実行す
るコンピュータの一例を示す図である。
【００７４】
　図１８に示すように、コンピュータ２００は、各種演算処理を実行するＣＰＵ２０１と
、ユーザからのデータの入力を受け付ける入力装置２０２と、ディスプレイ２０３を有す
る。また、コンピュータ２００は、記憶媒体からプログラム等を読取る読み取り装置２０
４と、ネットワークを介して他のコンピュータとの間でデータの授受を行うインターフェ
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ース装置２０５とを有する。また、コンピュータ２００は、各種情報を一時記憶するＲＡ
Ｍ２０６と、ハードディスク装置２０７を有する。そして、各装置２０１～２０７は、バ
ス２０８に接続される。
【００７５】
　ハードディスク装置２０７は、受付プログラム２０７ａ、表示処理プログラム２０７ｂ
、許容プログラム２０７ｃ、登録プログラム２０７ｄを有する。ＣＰＵ２０１は、各プロ
グラム２０７ａ～２０７ｄを読み出してＲＡＭ２０６に展開する。
【００７６】
　受付プログラム２０７ａは、受付プロセス２０６ａとして機能する。表示処理プログラ
ム２０７ｂは、表示処理プロセス２０６ｂとして機能する。許容プログラム２０７ｃは、
許容プロセス２０６ｃとして機能する。登録プログラム２０７ｄは、登録プロセス２０６
ｄとして機能する。
【００７７】
　例えば、受付プロセス２０６ａは、受付部１５１に対応する。表示処理プロセス２０６
ｂは、表示処理部１５２に対応する。許容プロセス２０６ｃは、許容部１５３に対応する
。登録プロセス２０６ｄは、登録部１５４に対応する。
【００７８】
　なお、各プログラム２０７ａ～２０７ｄについては、必ずしも最初からハードディスク
装置２０７に記憶させておかなくても良い。例えば、コンピュータ２００に挿入されるフ
レキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、光磁気ディスク、ＩＣカ
ードなどの「可搬用の物理媒体」に各プログラムを記憶させておく。そして、コンピュー
タ２００がこれらから各プログラム２０７ａ～２０７ｄを読み出して実行するようにして
もよい。
【００７９】
　以上の各実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００８０】
（付記１）コンピュータが実行する方法であって、
　患畜についての症状又は所見の入力を受け付け、
　入力された前記症状又は所見を、前記患畜についての治療の完了又は未完了の区別が管
理される項目名として記憶し、
　前記患畜についての再診の際に、記憶した前記項目名を治療の完了又は未完了のいずれ
に該当するかを視認可能に表示し、
　表示された項目名の選択がなされると、前記患畜についての前記症状又は所見に対応す
る治療情報の入力を許容し、
　入力された前記治療情報を選択された前記項目名に対応付けて記憶する
　処理を実行することを特徴とする患畜用電子カルテ装置における処理方法。
【００８１】
（付記２）前記治療情報の入力を許容する対象の項目名は、治療が未完了であるものであ
り、治療が完了したものは含まれないことを特徴とする付記１に記載の患畜用電子カルテ
装置における処理方法。
【００８２】
（付記３）前記治療情報の入力に加えて、更に、選択された前記項目名とは異なる項目名
の指定を受け付けた場合に、前記項目名と該異なる項目名とを関連付けて表示することを
特徴とする付記１に記載の患畜用電子カルテ装置における処理方法。
【００８３】
（付記４）前記異なる項目名は、前記項目名と階層関係を持つ項目として表示することを
特徴とする付記３に記載の患畜用電子カルテ装置における処理方法。
【００８４】
（付記５）複数の項目名が表示される場合に、関連付けられた前記項目名と前記異なる項
目名とが隣接する位置に配置されるように表示することを特徴とする付記３に記載の患畜
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用電子カルテ装置における処理方法。
【００８５】
（付記６）コンピュータに、
　患畜についての症状又は所見の入力を受け付け、
　入力された前記症状又は所見を、前記患畜についての治療の完了又は未完了の区別が管
理される項目名として記憶し、
　前記患畜についての再診の際に、記憶した前記項目名を治療の完了又は未完了のいずれ
に該当するかを視認可能に表示し、
　表示された項目名の選択がなされると、前記患畜についての前記症状又は所見に対応す
る治療情報の入力を許容し、
　入力された前記治療情報を選択された前記項目名に対応付けて記憶する
　処理を実行させることを特徴とする処理プログラム。
【００８６】
（付記７）前記治療情報の入力を許容する対象の項目名は、治療が未完了であるものであ
り、治療が完了したものは含まれないことを特徴とする付記６に記載の処理プログラム。
【００８７】
（付記８）前記治療情報の入力に加えて、更に、選択された前記項目名とは異なる項目名
の指定を受け付けた場合に、前記項目名と該異なる項目名とを関連付けて表示することを
特徴とする付記６に記載の処理プログラム。
【００８８】
（付記９）前記異なる項目名は、前記項目名と階層関係を持つ項目として表示することを
特徴とする付記８に記載の処理プログラム。
【００８９】
（付記１０）複数の項目名が表示される場合に、関連付けられた前記項目名と前記異なる
項目名とが隣接する位置に配置されるように表示することを特徴とする付記８に記載の処
理プログラム。
【００９０】
（付記１１）患畜についての症状又は所見の入力を受け付け、入力された前記症状又は所
見を、前記患畜についての治療の完了又は未完了の区別が管理される項目名として記憶部
に記憶させる受付部と、
　前記患畜についての再診の際に、記憶した前記項目名を治療の完了又は未完了のいずれ
に該当するかを視認可能に表示する表示処理部と、
　表示された項目名の選択がなされると、前記患畜についての前記症状又は所見に対応す
る治療情報の入力を許容する許容部と、
　入力された前記治療情報を選択された前記項目名に対応付けて記憶部に記憶させる登録
部と
　有することを特徴とする患畜用電子カルテ装置。
【００９１】
（付記１２）前記許容部が、前記治療情報の入力を許容する対象の項目名は、治療が未完
了であるものであり、治療が完了したものは含まれないことを特徴とする付記１１に記載
の患畜用電子カルテ装置。
【００９２】
（付記１３）前記表示処理部は、前記治療情報の入力に加えて、更に、選択された項目名
とは異なる項目名の指定を受け付けた場合に、前記項目名と該異なる項目名とを関連付け
て表示することを特徴とする付記１１に記載の患畜用電子カルテ装置。
【００９３】
（付記１４）前記表示処理部は、前記異なる項目名は、前記項目名と階層関係を持つ項目
として表示することを特徴とする付記１３に記載の患畜用電子カルテ装置。
【００９４】
（付記１５）前記表示処理部は、複数の項目名が表示される場合に、関連付けられた前記
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項目名と前記異なる項目名とが隣接する位置に配置されるように表示することを特徴とす
る付記１３に記載の患畜用電子カルテ装置。
【符号の説明】
【００９５】
　１００　電子カルテ装置
　１５１　受付部
　１５２　表示処理部
　１５３　許容部
　１５４　登録部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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